


序 文 

フィリピン共和国では、政府の財政状況を改善するために、税収の向上を図ることが重要な課

題となっています。フィリピン内国歳入庁は、関税局と並ぶ徴税機関ですが、スタッフの人材育

成等に課題を抱えています。 

フィリピン政府が「内国歳入庁人材育成開発」プロジェクトの実施を日本政府に要請したこと

を受けて、独立行政法人国際協力機構は平成19年12月に事前調査を行い、プロジェクトの実施計

画を検討しました。 

その結果、内国歳入庁の人材育成に主眼を置く協力内容とすることでフィリピン側と日本側が

合意し、平成20年7月から2年10ヶ月の計画でプロジェクトを実施する予定です。 

本報告書は、上記調査の内容・結果をまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開に広く

活用されることを願うものです。 

最後に、調査の実施に際し、多大なるご支援とご協力を賜りました関係各位に対しまして、心

より感謝申し上げます。 

平成20年6月 

独立行政法人国際協力機構 

フ ィ リ ピ ン 事 務 所 

所 長  松 田  教 男 
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第1章 事前調査団の派遣 

1-1 調査団派遣の概要 

本調査では、フィリピン政府より要請のあった「内国歳入庁人材育成開発プロジェクト」（以

下、本プロジェクト）の背景を確認すると共に、実施の必要性・妥当性を確認したうえで、プロ

ジェクトの枠組みを日比双方で合意することを目的とし、内国歳入庁（BIR: Bureau of Internal 

Revenue）の関係者との協議を行った。調査内容は以下の通り。 

(1) プロジェクトの枠組み（目標、成果、主な活動、主な投入、フィリピン側実施体制等）

について協議・合意する。 

(2) 協議結果を議事録に取りまとめ、双方で確認のうえ、署名・交換する。 

協議の結果については議事録に取りまとめ、協議参加者の代表者により署名・交換を行った（別

添資料1参照）。その後、JICA及びBIRの組織内で協議結果の承認を取り付けたうえで、討議議事

録（R/D）を作成し、両機関の代表者により署名・交換を行った（別添資料2参照）。 

1-2 調査団の構成 

国税徴税機能 村松 洋介 国税庁 国際業務課 国際支援官 
協力計画1 森原 克樹 JICA経済開発部 第1グループ 経済政策・金融チーム 職員 
協力計画2 井上 建 JICAフィリピン事務所 所員 

 

1-3 調査日程 

本調査は、2007年12月9日（日）から12月12日（水）にかけて実施された。調査日程は下表のと

おり。 

日 時間 活動 備考 
12/9 

（日） 
 村松団員マニラ着 森原団員は別件調査のため 12 月 3

日にマニラ着 
10:00 – 11:30 JICA 事務所との打ち合わせ  
13:00 – 13:30 BIR 人材育成担当副局長 表敬  
13:30 – 13:45 BIR 局長 表敬  
13:45 – 14:00 BIR 本部研修センター視察  

12/10 
（月） 

14:00 – 17:00 プロジェクト枠組みに関する協議 BIR 側出席者は担当副局長、担当
Assistant Commissioner 他 

9:00 – 9:30 BIR 大規模法人調査部門の視察  
9:30 – 12:00 プロジェクト枠組みに関する協議 BIR 側 出 席 者 は 担 当 Assistant 

Commissioner 他 
14:00 – 16:00 団内作業（議事録作成）  
16:00 – 17:00 議事録協議、署名  

12/11 
（火） 

18:00 – 18:30 JICA 事務所報告 北林次長対応 
12/12 
（水） 

 村松団員帰国 森原団員は別件調査のため 12 月 13
日帰国 
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1-4 主要面談者 

【BIR】 

Ms. Lilian B. Hefti Commissioner 

Mr. Danilo A. Duncano OIC-Deputy Commissioner (Resource Management Group) 

Human Resource Development Service 

Ms. Leonor S. Villalon-Rogers Assistant Commissioner 

Ms. Nora Tembrevilla Head Revenue Executive Assistant 

Ms. Narcisa Nubla  OIC-Chief, Training Management Division 

Ms. Elena Tan OIC-Chief, Training Delivery Division 

Ms. Ligaya P. Laconico OIC-Assistant Division Chief, Training Management Division 

Ms. Rosalinda T. Capino OIC-Assistant Division Chief, Training Delivery Division 

Ms. Zenaida J. Alejandro Section Chief, Training Management Division 

Ms. Maria Luisa B. Perez Section Chief, Training Delivery Division 

【国税庁長期出張者】 

佐々木 一義 

【JICA事務所】 

北林 春美 次長 

前原 充宏 主査 
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第2章 案件要請から事前調査に至る経緯 

2-1 当初の要請内容 

2007年度向け要望調査において、BIRから提出された要請書の概要は以下のとおり。 

(1) 案件の主たる目的 

地方国税局職員を対象とした遠隔研修（E-learning）システム等の研修システムを構築・運

用すること 

(2) 日本側投入 

長期専門家 ： 1名×3年 

短期専門家 ： 2名×1週間×3年 

機材供与 ： 遠隔研修のための資機材20セット 

本邦研修 ： 5名×15日×2回×3年 

近隣諸国での技術交換 ： 2名×10日×3年 

(3) 協力期間 

3年間 

2-2 要請内容に関する検討の経緯 

(1) 2005年8月～2007年7月までBIRに派遣されていた個別専門家「国税徴税機能向上」の協力を

得つつ、JICAフィリピン事務所とBIRの間でプロジェクトのスコープを検討してきた。優先

的に取り上げるべき研修テーマ等を検討。 

(2) 要請書提出から、プロジェクトが日本政府により採択されるまでの過程で、以下の点が明ら

かになった。 

1) 要請内容の主眼となっていた遠隔研修（e-learning）への協力については、日本（国税庁）

でもほとんど経験が無い手法であるため、協力は困難であることが判明。 

2) 要請書で要望されていた日本人長期専門家については、国税庁の人繰り等の問題によ

り、対応が困難であることが判明。 

(3) 上記の経緯を踏まえて、BIR、JICAフィリピン事務所、上記個別専門家の間で協議を行い、

プロジェクトのスコープを再検討した。日本側のリソースも勘案し、4つの優先課題（納税者

サービス（広報を・税務相談）、内部監査、税務調査（大規模法人調査法）、職員研修の企画・

運営）を選定。 
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(4) BIR人材開発部（Human Resource Development Service）は、特に人材育成（職員研修）の企画・

運営ノウハウに係る支援を強く要望している。その背景として、他ドナーの多くが実務部門

を支援しているが、人材開発部に対する援助実績がほとんど無いという事情がある（人材開

発部に対する援助実績としては、GTZが2002年に実施した技術協力があるが、それ以外の他

ドナーの援助活動は、世界銀行、USAID、SIDA等が内国歳入改革に関するローン・無償資金

協力を実施してきており、その対象はBIRの実務部門である。）。 

BIRの要望を踏まえて、人材育成に係る支援として、現地国内研修スキームで人材育成研

修を支援する可能性を検討した。ここで、BIRとの協議を通じて、BIR側の実施体制が脆弱で

あり、人材育成研修の企画・実施等を外部機関に全面委託することを想定していることが判

明した。しかし、外部機関へ全面的に委託することによって、職員研修の企画・運営に係る

ノウハウがBIRに蓄積されないことが懸念された。そのため、JICAフィリピン事務所として

は、プロジェクトの成果を発現させるために、職員研修の企画・運営に関するBIR側の取り

組みを支援する日本人専門家の投入が不可欠であると判断するに至った。 

(5) また、JICA本部を通じて、本プロジェクトの本邦協力機関である国税庁の短期専門家派遣の

感触を確認した。上記の4優先課題のうち、「納税者サービス（広報・税務相談）」と「税務調

査（大規模法人調査）」については国税庁が対応できる可能性があるが、「内部監査（日本の

監察官制度）」・「職員研修」については専門家派遣による対応は困難（担当部署における人繰

りの問題のため）であることが判明した。 

(6) 以上の検討経緯を踏まえ、JICAフィリピン事務所において、以下の3点を骨子とする案件概

要案を作成した。①本プロジェクトのメインコンポーネントは、BIR職員向けの税務実務研

修とする（税務実務研修に係る支援に当たっては、本邦国税庁から短期専門家派遣等の協力

を得る。）、②BIR人材開発部が職員研修実施に係るノウハウを十分に有していないことか

ら、右ノウハウに関する支援も一部取り入れる、③BIR人材開発部の実施体制が現時点では

脆弱であることから、日本人専門家（公示による人選）を派遣し、人材育成研修の実施促進

及びプロジェクト実施に必要な各種調整業務を実施することとする。右概要案につき、対処

方針会議を開催し、本邦国税庁及びJICA本部の合意を得たうえで、事前調査団を派遣するに

至った。 
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第3章 事前調査における協議概要 

3-1 プロジェクトの基本枠組み 

事前調査における協議を通じて、事前調査団とBIRの協議出席者は、本プロジェクトの基本的枠

組みについて合意した（合意内容につき、別添1の協議議事録を参照）。 

(1) プロジェクト概要 

1) 上位目標 

BIRの徴税機関としての能力が強化される。 

2) プロジェクト目標 

BIR主要部門（徴税、税務相談、大規模法人調査、監査等）スタッフの能力が強化される。 

【指標】 

プロジェクトで実施する税務実務研修の受講者の80％以上が、研修の評価シート

で4以上の評価を付する。 

注） 研修の評価シートについては、BIRの既存の評価シートを援用する（BIRが実

施する各種職員研修の受講者は、受講後に評価シートの提出が義務付けられて

いる。なお、評価シートのレーティングは、5が最高値、1が最低値である。）。 

3) 成果 

BIR人材開発部において、主要部門を対象にした研修カリキュラム及び研修教材が作

成される。 

【指標】 

① 研修コースのカリキュラムが作成される。 

② 研修コースの教材及び研修実施要領（マニュアル）が、BIRの担当者に必要な

部数印刷・配布される。 

4) 活動 

① 人材開発部を対象に、研修プログラム作成に係るセミナーを実施する。 

② 研修講師（BIR内部講師及び外部のローカルリソース）のリストを作成する。 

③ 各対象分野の研修カリキュラム案を作成する。 

④ 短期専門家及び外部講師の参加を得て、各分野の研修を実施する。 

⑤ 研修の実施結果を踏まえて、各分野の研修教材を取りまとめる。 

⑥ 研修の実施結果を踏まえて、研修の実施要領を作成する。 

⑦ 本邦研修を実施し、日本の税務行政制度等を紹介する。 
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5) 投入 

① 日本側投入 

- 専門家（研修監理）（公示による人選） 

「研修監理」専門家は、BIR人材開発部に対して、人材育成研修の企画・運

営に係る支援を行うとともに、プロジェクト実施に必要な各種調整業務を行

う。公示により民間人材（税務に関する知識があることが望ましい。）をリク

ルートし、契約ベースで1年あたり10ヶ月程度の派遣を想定する（シャトル型

の派遣）。 

- 短期専門家（広報を含む納税者サービス、大規模法人調査を中心とする税務調査） 

2名×5日間×2回×3年 

短期専門家は、BIRが実施する研修コースの一環として、BIRの関連スタッ

フに対して、日本の当該制度の説明等を行う。同短期専門家は、本邦国税庁の

推薦により派遣することを想定する。 

- 現地セミナー実施に係る費用（研修受講者・講師の交通費等） 

- 本邦研修の実施 

② フィリピン側投入 

- カウンターパートの配置（詳細は、下記3-2の実施体制の項を参照） 

- 現地セミナー実施に係るロジスティクス業務（会場選定・確保、参加者選定・

各種連絡、教材の準備等）及び費用負担(研修受講者の宿泊費・日当) 

(2) 各活動の詳細内容 

1) 人材育成研修（Human Resource Training） 

① 日本人専門家「研修監理」のサポートを得て、プロジェクト初年度に人材育成研修

を実施する。人材育成研修は、BIR人材開発部が税務実務に係る職員研修を主体的

に企画・運営できるようになるために、研修の企画・運営等に必要な知識を習得す

ることを目的とする。人材育成研修のカリキュラム（モジュール）は、BIR人材開

発部と「研修監理」専門家が協議し、作成する。 

② 人材育成研修の対象者は、BIR本部の人材育成担当、及び、Revenue Special Order

によって、技術研修の講師として指名されたBIR本部（実務部門）職員とする。 

③ 人材育成研修の講師は、フィリピンローカルのコンサルタントまたは大学教授を想

定する。なお、BIRは既にローカルの人事コンサルタント等にアプローチし、必要

経費の見積もり等を入手している。 
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2) 税務研修 (Technical Training) 

① 税務研修は、BIR本部及び地方事務所の担当職員を対象に、特定の税務に関わるテ

ーマに関する研修を実施するものである。 

② 本プロジェクトで対象とする税務研修のテーマは、「広報を含む納税者サービス」

及び「大規模法人調査法を中心とする税務調査」とする。両テーマは、上記のとお

り、BIR、JICAフィリピン事務所、上記個別専門家の間で協議を行い、本邦国税庁

が協力可能な分野を勘案したうえで、選定したものである。なお、両テーマは、BIR

の既存の職員研修では取り扱われていない。 

③ 税務研修を実施するにあたっては、JICAは本邦国税庁に短期専門家「広報を含む納

税者サービス」及び「大規模法人調査法を中心とする税務調査」の推薦を依頼する。

短期専門家は、毎年2回（1回の派遣につき2名。プロジェクトを通じて、2名×2回

×3年）派遣し、各テーマにつき、日本の制度・実務を講義する。 

④ BIR及び国税庁の都合を踏まえ、短期専門家の派遣時期を調整する必要があること

に留意すべきである（事前調査の協議においては、両者の都合を踏まえると、11

月が第一候補、1月が第二候補（場合によっては5月も可能）という旨が確認された

が、プロジェクト開始後も引き続き調整を図る必要がある。）。 

⑤ 各年度の研修テーマ・研修開催場所は以下のとおりとする。 

年次 派遣回数 テーマ 開催場所 受講者 

第一回 大規模法人調査を 
中心とする税務調査 

マニラ 
（BIR 本部） 

BIR 本部及び地方事務所（マニラ
首都圏）の担当徴収官 第

一
年
次 第二回 広報を含む納税者 

サービス 
マニラ 
（BIR 本部） 

BIR 本部及び地方事務所（マニラ
首都圏）の納税者サービス担当者
（場合により、徴収官も対象） 

第一回 大規模法人調査を 
中心とする税務調査 

マニラ 
（BIR 本部） 

BIR 本部及び地方事務所（マニラ
首都圏）の担当徴収官 第

二
年
次 第二回 広報を含む納税者 

サービス 
マニラ 
（BIR 本部） 

BIR 本部及び地方事務所（マニラ
首都圏）の納税者サービス担当者
（場合により、徴収官も対象） 

第一回 大規模法人調査を 
中心とする税務調査 

セブ 
（BIR 地方事務所）

ビサヤス・ミンダナオ地方の地方
事務所の担当徴収官 第

三
年
次 第二回 広報を含む納税者 

サービス 
セブ 
（BIR 地方事務所）

ビサヤス・ミンダナオ地方の地方
事務所の納税者サービス担当者
（場合により、徴収官も対象） 
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マニラにおける研修会場は、BIR本部内のトレーニングルームもしくは本部に隣

接するNational Training Centerを使用する（事前調査の一環として、当該施設及び宿

泊施設を視察し、40名程度の受講者を収容するのに十分な施設であることを確認し

た。）。セブにおける研修会場は、BIRセブ事務所に付属する研修施設（宿泊施設も

併設）を使用する。 

BIR本部で実施する研修には、BIR本部及びマニラ首都圏の地方事務所の担当者

が参加することが想定される。一方、セブ地方事務所で実施する研修には、ビサヤ

ス・ミンダナオ地方の地方事務所の担当者が参加することが想定される。 

⑥ 研修受講者数はおよそ40名／回程度、各回の研修期間は5日間とする。なお、「大規

模法人調査を中心とする税務調査」セミナーに関しては、実際の税務調査を担当す

る徴収官が受講者として想定されるため、業務の都合上、終日の研修に参加するこ

とが困難な場合が想定される。そのため、マニラ首都圏における「大規模法人調査

を中心とする税務調査」セミナーでは、一回の研修コース（5日間）を午前の部と

午後の部に分け、それぞれ40名ずつの参加者を募ることも検討する。一方、「広報

を含む納税者サービス」研修については、広報担当者（Taxpayer Assistance Service

所属）のみを受講者とする場合は、研修に終日参加することが可能であるが、徴収

官の参加も募る場合には、「大規模法人調査を中心とする税務調査」研修と同様

に、午前の部と午後の部に分けることを検討する。なお、セブにおける研修に関し

ては、受講者が徴収官か否かに関わらず、勤務地を離れて研修を受講するため、終

日の研修として実施することが可能である。 

以上のように、研修の実施方法については、いくつかのオプションが考えられるところ、

プロジェクト開始後に、本邦国税庁の意向を確認しつつ、BIR・専門家（研修監理）・JICAの

間で十分に協議することが必要である。なお、終日の研修と半日の研修とでは、研修期間（時

間数）が異なることから、それぞれに合わせた研修内容を準備する必要があることに留意す

べきである。 

 BIR 本部 セブ地方事務所 
大規模法人調査を 
中心とする税務調査 

5 日間（午前の部と午後の部を異なる受講
者を対象に実施。研修内容は同じ） 5 日間（終日） 

広報を含む納税者 
サービス 

5 日間（徴収官を受講対象とする場合は、
午前の部と午後の部に分ける。徴収官が
参加しない場合は、終日実施） 

5 日間（終日） 

注： 研修を終日実施する場合と、午前の部・午後の部に分けて実施する場合とでは、 
研修内容が異なる。 
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⑦ 第一年次の税務研修では、日本人短期専門家の講義（日本の制度及び実務の紹介）

を踏まえて、日本の制度・実務から、フィリピンの状況に合致するようにアレンジ

するための気づきを受講者が得ることを目的とする。税務研修終了後は、「研修監

理」専門家の協力を得て、フィリピンの状況に合致したカリキュラム案を作成す

る。第二年次以降は、日本人短期専門家の講義に加えて、BIR講師による講義（本

プロジェクトで開発したカリキュラムに基づく）も実施する。BIR講師は、BIR関

連部署の職員のうち、本プロジェクトのTechnical Working Groupメンバーに任命さ

れた職員が務める（Technical Working Groupメンバーは、BIR長官名のRevenue 

Special Orderによって任命される。詳細については、下記3-2の実施体制の項を参

照）。 

3) 本邦研修 

① 日本の税務行政の制度・実務を説明し、行政の現場を視察することによって、フィ

リピンの税務行政改善に係る気づきを得ることを目的として、本邦研修を実施す

る。本邦研修の実施にあたっては、本邦国税庁が受入機関となる。本プロジェクト

の枠内で本邦研修を実施するタイミングは、本プロジェクトの第三年次（2010年

度）とする。一方、個別案件（研修）「税務行政研修（概要）」（同じく国税庁が受

入機関）が、2006年度から2008年度までを協力期間として採択され、既に実施中で

ある。そのため、右個別案件（研修）の2008年度実施分については、可能な限り、

本プロジェクトの内容と関連性を持たせた形で実施することを検討する。 

② 本邦研修の実施期間は1週間から2週間程度、研修員の人数は1回あたり10名から15

名が想定される。 

③ 本邦研修のテーマについては、本プロジェクトの中心的テーマである「納税者サー

ビス」「大規模法人調査」、当初のテーマ候補に含まれていた「内部監査」「職員研

修」等を中心に、日本の税務行政の制度・実務を包括的に扱うこととする。また、

税務行政・人材育成の現場（税務大学校等）の視察も含めることとする。 

④ 研修員の選定にあたっては、本邦研修で扱うテーマに関連する業務を行っている

BIRスタッフを選抜するものとする。そのため、本邦研修のテーマが確定した時点

で、「研修監理」専門家がBIR側と協議し、適切な研修員候補が選定されるように留

意する必要がある。 

4) 研修カリキュラム・教材等の開発 

① 各年度の税務研修の成果を踏まえて、BIRは、「広報・納税者サービス」及び「大規

模法人調査」に関する研修カリキュラム・教材を開発する。BIRはTechnical Working 

Groupを設置し、そのメンバーが日本の制度・実務を参考にしながら、フィリピン・

BIRの現状に合致した研修カリキュラム・教材を開発する。また、「研修監理」専門
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家は、Technical Working Groupの作業の進捗状況を監理し、必要に応じた調整業務

を行う。 

② Technical Working Groupによって開発された研修カリキュラム・教材は、税務研修

においてBIR講師（Technical Working Groupメンバー）によって実際に使用される。

税務研修における実施結果を踏まえて、Technical Working Groupは、カリキュラム・

教材を継続的に改訂していく。 

③ 税務研修の実施経験を踏まえ、職員研修の企画・運営に係る実務的なノウハウを取り

まとめた実施要領（マニュアル）を作成する。このマニュアルは会場確保、講師選定、

受講者の募集・選考、教材準備、会場設営、評価等の一連のロジスティクス業務を取

りまとめたものとする。実施要領の取りまとめ作業に関しても、「研修監理」専門家の

協力の下、Technical Working Groupが実施する。 

④ 本プロジェクト終了後も、本プロジェクトで開発した研修カリキュラムに則った職

員研修が継続的に実施されることを担保するために、BIRは、プロジェクト終了後

の研修実施計画、及び、予算措置計画を策定する。研修実施計画の作成にあたって

は、本プロジェクトで開発した「広報を含めた納税者サービス」「大規模法人調査」

の2コースを、BIRの常設の研修に取り込むことが望ましい。また、特記すべき事項

として、事前調査の協議において、BIRの人材開発担当副局長（Mr. Danilo A. 

Duncano, OIC-Deputy Commissioner, Resource Management Group）が、「プロジェクト

の持続発展性を確保することが重要であり、そのための予算措置等を検討する必要

がある」旨の発言を行ったことが挙げられる。 

3-2 プロジェクトの実施体制 

事前調査では、本プロジェクトの実施体制について、以下の諸点が確認された。 

(1) BIR側の実施体制 

プロジェクトダイレクター ： 人材開発担当副局長（Deputy Commissioner） 

Mr. Danilo A. Duncano 

プロジェクトマネジャー ： 人材開発担当審議官（Assistant Commissioner） 

Ms. Leonor S. Villalon-Rogers 

アシスタントプロジェクトマネジャー ： 大規模法人調査担当審議官 

（Assistant Commissioner） 

大規模法人調査担当 

（Head Revenue Executive Assistant） 

Technical Working Group ： 人材開発部のExecutive Assistantを長として、各実

務部門のスタッフにより構成されるチームを結成
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する。これらのメンバーが中心となり、カリキュ

ラム開発・教材開発等を実施する。また、同メン

バーが技術研修におけるBIR側講師となる。 

Technical Working Groupの事務局 ： 人材開発部研修管理課（Training Management 

Division ）及び研修実施課（ Training Delivery 

Division） 

BIRにおいては、局長名のRevenue Special Orderを発出して、上記の各カウンターパートを

指名する予定である。事前調査の協議においても、BIR側が準備しているRevenue Special Order

案が提示された。カウンターパートを組織的に任命する姿勢をBIRが示していることは、本

プロジェクトに対するコミットメントの表れとして評価することができる。ただし、プロジ

ェクト開始前までに、Revenue Special Orderが正式に発出されるかどうかについては、JICAフ

ィリピン事務所がモニターする必要がある。 

なお、上記の各カウンターパートのTORは、事前調査で入手したRevenue Special Order案に

よると以下のとおり。 

プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャー、アシスタントプロジェクトマネジ

ャーは以下の活動を行う。 

1) プロジェクト活動の監督を行う。 

2) プロジェクトの活動が完全に実施されるために、必要な措置を取る。 

3) Technical Working Groupの活動を監督し、活動を促進するための支援を行う。 

4) プロジェクトの日常的な活動進捗をモニターする。 

5) JICA専門家の安全を確保するための危機管理を行う。 

Technical Working Groupは、以下の活動を行う。 

1) 税務研修のカリキュラム、教材を開発する。 

2) 研修教材の開発に際して、JICA専門家と密に連携を図る。 

3) 研修管理課によって取りまとめられた研修教材を確認する。 

4) 税務研修の実施要領（マニュアル）を取りまとめる。 

研修管理課は、以下の活動を行う。 

1) Technical Working Groupによって開発された研修教材を取りまとめ、パッケージ化する。 

2) BIR外部の適切な講師を探す。 

3) 研修実施後に、教材・講師・ロジ等に関する評価レポートを作成する。 
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研修実施課は、以下の活動を行う。 

1) 研修実施に必要な経費の見積もりを行う（旅費、日当、宿泊費等）。 

2) メトロマニラ首都圏に勤務する職員の研修参加に関するRSOを準備する。 

3) 研修会場の設営等を行う。 

(2) フィリピン側負担事項 

事前調査において確認したフィリピン側の負担事項は以下のとおり。 

1) 税務研修受講者の宿泊費及び日当 

税務研修の受講者の宿泊費及び日当は、BIRが負担する。マニラ首都圏の地方事務所

に勤務する職員が、BIR本部で開催される研修に参加する場合は、宿泊費・日当は発生

しない。セブ地方事務所で開催される研修に関しては、ビサヤス・ミンダナオ地方に勤

務する職員が参加することが想定されているところ、これらの職員に対する宿泊費及び

日当をBIRが負担する。なお、BIRの内規によると、宿泊費・日当の支給額は、800ペソ

である（宿泊費と日当を合わせた額。職位に関わらず一定の金額）。 

2） プロジェクトオフィスの提供、研修会場の提供 

BIRは、BIR本部内に日本人専門家用のオフィスを提供する。また、研修会場（BIR本

部及びセブ地方事務所）を提供する。 

3-3 協力実施上の留意点（提言） 

(1) BIR及び国税庁の都合を踏まえると、短期専門家派遣及び本邦研修の実施期間が限定される

ため、プロジェクトの実施計画を慎重に策定した上で、入念な進捗管理を行う必要がある。 

(2) プロジェクトの進捗管理については、「研修監理」専門家が日常的に活動をモニターし、必要

に応じて各種の調整業務を行うことが重要である。 
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第4章 事前調査終了後の協議等 

事前調査の終了後、BIR・JICAの双方において、R/D案の組織内承認を得るための手続きを行っ

た。その過程で、BIR側から、プロジェクト費用の負担に関して、事前調査において合意した内容

の負担が困難である旨、JICA側に連絡があった。それを受けて、BIRとJICAフィリピン事務所の

間で数次に渡る協議を行い、結果的に、当初よりBIR側の負担内容を減らす形で合意に至った。ま

た、その間、BIR側の担当局長補が異動になる等、BIR内の体制に変更があったため、上記協議は

スムーズに進捗したとは言い難く、その結果、R/Dの署名時期は当初予定を大幅に超過した。最終

的にR/Dの署名は、2008年5月28日になされた。 
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4. 評価結果要約表 

評価結果要約表 

作成日：平成20年1月22日 

担当部・課：フィリピン事務所 

1. 案件名 
（英）Development of Human Resources in the BIR 
（和）内国歳入庁人材育成開発プロジェクト 

2. 協力概要 
(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、内国歳入庁（BIR）人材開発部において、各種職員研修を効果的

に実施するための能力を強化し、もって、BIR の実務部門の能力強化を図ることを目的

とするものである。 
具体的には、まず BIR 人材開発部に対して、職員研修の実施ノウハウに関する研修

を実施し、そのうえで、税務行政の具体的なトピックに関する職員研修の実施を支援す

る。職員研修の実施支援を通じて、日本の税務行政の制度・実務等を参考にしながら、

フィリピンの現状に合致した研修カリキュラム・教材の開発・改訂を進めていく。プロ

ジェクトの成果品として、研修カリキュラム・教材に加え、研修実施に必要な各種ロジ

スティクスを取りまとめたマニュアルを作成する。また、プロジェクトの自立発展性を

確保するために、本プロジェクトで開発された研修コースが、プロジェクト終了後も実

施されるべく、実施計画及び予算措置を取りまとめる。以上のアウトプットを踏まえ

て、プロジェクト終了後も継続的に研修が実施され、BIR の実務部門の能力が強化され

ることを目指す。 
 
(2) 協力期間 

2008 年 4 月～2010 年 12 月 
 
(3) 協力総額（日本側） 

約 0.8 億円 
 

(4) 協力相手先機関 
内国歳入庁（Bureau of Internal Revenue: BIR） 

 
(5) 国内協力機関 

国税庁 
 

(6) 裨益対象者及び規模、等 
BIR 全職員約 12,000 名 
（内、人材開発部職員 115 名（研修管理課職員 24 名、研修実施課職員 30 名等）） 

3. 協力の必要性・位置付け 
(1) 現状及び問題点 

近年、フィリピン政府の財政状況の悪化を受けて、アロヨ大統領の 10 ポイントアジ
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ェンダや施政方針演説等においても、税収の増加が重要課題のひとつとして掲げられて

いる。フィリピンにおいては、BIR が徴収する内国税が政府歳入の約 80％を占めるこ

とから、政府財政の改善のためには BIR 徴税能力の強化が不可欠である。 
BIR 及び関税局は、政府によって設定された目標徴税額の達成に向けた努力を継続し

ているところであるが、BIR の 2007 年 1～11 月の徴税額は 6,477 億ペソに留まり、同時

期の目標額である 7,010 億ペソを下回っている。 
BIR の徴税能力を強化するためには、実務部門の徴収官等の能力を強化することが必

要とされる。しかし、実務部門等のニーズに応じて、各種研修を実施することを主な業

務とする BIR 人材開発部（Human Resource Development Service）は、人材開発に関する

ノウハウが不足しているため、効果的な職員研修を企画・実施することが困難な状況で

ある。 
以上の背景の下、BIR 人材開発部が各種職員研修を効果的に実施するための能力を強

化し、もって、BIR の実務部門等の能力強化を図ることを目的として、フィリピン政府

は技術協力プロジェクトの要請を日本政府に提出したものである。 
 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 
アロヨ大統領が提唱した 10ポイントアジェンダ及び国家中期開発計画（MTPDP、2004

年～2010 年）において、「財政均衡の達成」（Balanced Budget）が重点目標のひとつとし

て掲げられており、その達成のために、内国税の徴収能力強化が必要とされている。ま

た、2007 年のアロヨ大統領の施政方針演説（SONA）においても、情報技術の活用等を

通じた、BIR の徴税能力強化が明言されている。 
 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける

位置付け） 
本プロジェクトは、改訂中の国別援助計画（案）において重点開発課題に挙げられて

いる「雇用機会の創出に向けた持続的経済成長」に関して、税収の増大によるマクロ経

済の安定化を通じて貢献するものである。 
4. 協力の枠組み 

〔主な項目〕 
(1) 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
目標 ： BIR 主要部門（徴税、税務相談、大規模法人調査、監査等）スタッフの能

力が強化される。 
指標 ： プロジェクトで実施する税務実務研修の受講者の 80％以上が、研修評価

シートで 4 以上の評価を付ける。 
注） 研修評価シートについては、BIR の既存の評価シートを援用する（BIR が実

施する各種職員研修の受講者は、受講後に評価シートの提出が義務付けられて

いる。なお、評価シートのレーティングは、5 が最高値、1 が最低値である。）。

 
② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

目標 ： BIR の徴税機関としての能力が強化される。 
指標 ： BIR において、継続的に職員研修を実施され、必要に応じて新規研修コー

スが開発される。 
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(2) 成果（アウトプット）と活動 
成果 ： BIR 人材開発部において、主要部門を対象にした研修カリキュラム、研修教材

及び研修実施要領が作成される。 
活動 ： 1) 人材開発部を対象に、研修プログラム作成等に係るセミナーを実施する。

2) 研修講師（BIR 内部講師及び外部のローカルリソース）のリストを作成する。

3) 各対象分野（「広報を含む納税者サービス」「大規模法人調査を中心とした

税務調査」）の研修カリキュラム案を作成する。 
4) 短期専門家及び外部講師の参加を得て、各分野の職員研修を実施する。 
5) 研修の実施結果を踏まえて、各分野の研修教材を取りまとめる。 
6) 研修の実施結果を踏まえて、研修の実施要領を作成する。 
7) 本邦研修を実施し、日本の税務行政制度等を紹介する。 

指標 ： 1) 研修コースのカリキュラムが作成される。 
2) 研修コースの教材及び研修実施要領（マニュアル）が、BIR の担当者に必

要な部数印刷・配布される。 
 

(3) 投入（インプット） 
① 日本側（総額 約 0.8 億円） 

a. 専門家派遣 
広報を含む納税者サービス、大規模法人調査を中心とする税務調査、研修

監理 
b. 研修員受け入れ 

本邦研修 
c. その他（プロジェクト活動費） 

 
② フィリピン国側 

a. カウンターパート人件費 
b. 施設手配（プロジェクト事務所、研修会場） 
c. その他（ローカルコスト負担） 

 
(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1) プロジェクト開始のための外部条件 
BIR 長官名により、プロジェクトのカウンターパートを指名する歳入特別指令

（Revenue Special Order: RSO）がプロジェクト開始までに発出される。 
 
2) 上位目標達成のための外部条件 

・ BIR がプロジェクト終了後も継続的に、本プロジェクトで開発された研修コー

スを実施する。 
・ 新規研修コースを開発するために必要な BIR 予算が人材開発部に配分される。

5. 評価 5 項目による評価結果 
(1) 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
・ フィリピン政府においては近年、財政状況の改善が喫緊の課題となっており、アロ

ヨ大統領が提唱する 10 ポイントアジェンダや施政方針演説等においても、税収の増
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加が重要課題のひとつとして掲げられている。BIR が徴収する内国税がフィリピン

政府歳入の約 80 パーセントを占めることから、BIR の組織能力を強化する本プロジ

ェクトの取り組みは、フィリピンの国家政策の方向性と合致している。 
・ 本プロジェクトは、JICA 国別事業実施計画（改定中）の援助重点分野「雇用機会の

創出に向けた持続的経済成長」の「行財政改革プログラム」の中に位置づけられて

いる。同プログラムでは、徴税強化や債務管理強化による更なる財政の健全化を図

ることを目標としており、本プロジェクトの取り組みの方向性と合致している。 
・ 本プロジェクトにおいては、フィリピン側が、フィリピンで実施する研修参加者の

宿泊費・日当を負担することが合意されている（その他のフィリピン側負担事項は、

カウンターパート人件費、プロジェクトオフィス、研修会場）。一般に、フィリピン

側実施機関がプロジェクト実施経費を負担することが困難な状況であるが、財政状

況が厳しい BIR が部分的に実施経費を負担することに合意した。このことは、本プ

ロジェクトへの高いコミットメントの現れであると考えられることから、本プロジ

ェクト実施の妥当性は高いと判断される。 
 
(2) 有効性 

以下の取り組みを通じ、本プロジェクトの目標は達成される見込みである。 
・ BIR では、実務部門のニーズに基づき、実務部門の職員を講師とする職員研修が実

施されている。人材開発部はこれらの職員研修のロジスティクス業務等を担当して

いるものの、人材開発部として主体的に研修ニーズの発掘、研修コースの企画等を

行うための能力が不足している。BIR の組織能力を強化するためには、組織的なニ

ーズを見極め、適切に職員に対する人材開発研修を企画・実施していく必要がある。

本プロジェクトでは、人材開発部が職員研修のノウハウを習得するための支援を実

施したうえで、具体的なトピックにかかる職員研修コースの開発を支援する。 
・ 本プロジェクトで取り扱う研修トピックは、「広報を含む納税者サービス」及び「大

規模法人を中心とする税務調査」のふたつである。前者は納税者の納税意識を喚起

するとともに、個人・小規模納税者に対する税務相談等のサービスを向上させるこ

とを通じて、税収の増加を目指すものである。後者は、フィリピンにおいて増加す

る大規模法人に対して小規模納税者とは異なる税務調査方法が求められることか

ら、大規模法人に特化した税務調査を BIR に浸透させることによって、税収の増加

を目指すものである。これらはフィリピンの税務行政において重要なトピックであ

りながら、既存の BIR の職員研修では扱われていなかったものである。本プロジェ

クトにおいてこれらの研修コースを開発することにより、BIR スタッフの能力強化

に貢献することが期待される。 
・ BIR は、BIR 長官名による歳入特別指令（RSO）を発出し、本プロジェクトのカウン

ターパートスタッフを指名する予定である。事前調査団との協議において提示され

た同 RSO ドラフトには、プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャーを始

め、プロジェクト活動の実務を担う Technical Working Group とその事務局（人材開

発部研修管理課及び研修実施課）の TOR 案が記載されている。実施機関の長によっ

てカウンターパートスタッフが指名されることは、プロジェクト活動への実施機関

の組織的なコミットメントの現れと考えられ、プロジェクト目標の達成に貢献する

と考えられる。 
・ BIR の既存の職員研修では、受講者が所定の評価シートで、講師・教材等の評価を
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行っている。本プロジェクトで実施する職員研修についても、同じ評価シートによ

る評価が実施される予定である。本プロジェクトのプロジェクト目標の達成度合い

は、この既存の評価シートの結果を通じて確認されるところ、事前・事後の比較及

び時系列によるデータ収集及び蓄積が可能となるため、プロジェクト目標の指標の

入手手段として適切であると言える。 
 
(3) 効率性 

本プロジェクトでは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 
・ 本プロジェクトでは、フィリピン側カウンターパートの作業監理及び実施促進の観

点から、「研修監理」専門家を投入することによって、プロジェクト事業全体の効率

性が高まることが期待される 
 

ただし、短期専門家派遣・本邦研修実施の時期について、日本側・フィリピン側の関

係者と十分に調整し、適切なタイミングで実施されるように留意することが必要であ

る。 
 
(4) インパクト 

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測される。 
・ 本プロジェクトの成果品のひとつとして、本プロジェクトで開発する研修コースの

実施経験を踏まえ、職員研修の企画・準備・運営に係るマニュアルが作成される予

定である。プロジェクト終了後も、同マニュアルを活用することにより、BIR 人材

開発部において適切に研修コースが運営され、また、BIR のニーズに応じて新規研

修コースが開発されることが期待される。 
 

(5) 自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は、以下のように予測される。 

 
（技術面） 

・ 本プロジェクトでは、国税庁の推薦による短期専門家の派遣や本邦研修の実施を通

じて、日本の税務行政の制度・実務をフィリピン側に紹介する予定である。BIR は、

長官によって指名された Technical Working Group が中心となり、日本の制度・実務

を参考にして、フィリピンの現状に合った研修カリキュラム・研修教材の開発を行

うが、同カリキュラム・教材は、プロジェクト期間を通じて継続的に改訂される予

定である。このようにフィリピンの現状に合わせたカリキュラム・教材が開発され

ることによって、プロジェクト終了後も同研修が引き続き実施され、必要に応じて

更なる改訂が行われることが期待される。 
 
（財政面） 

・ 本プロジェクトでは、プロジェクト終了後も BIR の自助努力により、本プロジェク

トで開発される研修コースが継続的に実施されることを担保するために、研修実施

計画及び予算計画が作成される予定である。事前調査の協議において、人材開発担

当の副局長（Mr. Duncano）は、プロジェクト終了後の自立発展性を如何に担保する

かが極めて重要との認識を示し、BIR としても必要な予算措置を検討していく旨を
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表明した。BIR 高官のコミットメントを踏まえて、プロジェクト終了後の研修実施

計画及び予算措置が作成されることにより、自立発展性への寄与が期待される。 
6. 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは、BIR の職員研修実施能力を強化することを通じて、BIR の組織能力強

化を目指すものであり、貧困・環境への影響はほとんど無いと考えられる。ジェンダーへの

配慮に関しては、本プロジェクトで実施する職員研修の受講者について、ジェンダーバラン

スを考慮する必要がある。 
7. 過去の類似案件からの教訓の活用 

「国税徴収機能向上」を指導分野とする専門家（2005 年 8 月から 2007 年 7 月まで派遣）

の教訓・提言として、税務行政分野において、税制の異なる日本（国税庁）が比較優位を有

する分野が限られている中、フィリピン側の要請内容とのマッチングを慎重に行う必要があ

ることなどが指摘されている。このことを踏まえ、同専門家の協力を得ながら、国税庁・BIR
との意見調整を行い、協力対象の分野（「広報を含む納税者サービス」及び「大規模法人調

査を中心とする税務調査」）を選定した。 
8. 今後の評価計画 

･ 中間評価 実施予定無し 
･ 終了時評価 プロジェクト終了前 
･ 事後評価 プロジェクト終了後 3 年後 
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